
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浄水用の原水に、 無機凝集剤を添加・混
合した後、 高分子凝集剤を添加 することを特徴とする浄水の処理方法。
【請求項２】
　前記 である

請求項１に記載の浄水の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、浄水の処理方法に係り、特に、浄水用に用いる原水における懸濁物質の処理
方 関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、浄水処理においては、原水に硫酸バンドやポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）
等の無機凝集剤を注入し、懸濁物質を取り込んだ凝集フロックを形成させ、この凝集フロ
ックを沈降分離させることによって、懸濁物質を除去していた。
　しかしながら、近年、湖沼や河川の富栄養化が進み、藻類が増殖するようになった。こ
れらの藻類は凝集性が悪く、砂ろ過処理にも悪影響を与える。増殖した藻類を凝集させる
には、多量の無機凝集剤を必要とし、無機凝集剤を多量に添加することにより処理水が酸
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性になるため、飲料水としては適さなくなる。また、無機凝集剤に由来する汚泥の発生量
も増加し、この汚泥の処理に、費用が増大する問題も生じている。
　無機凝集剤による懸濁物質の除去においては、沈降性を改良するために一般の排水処理
においては、アニオン系高分子凝集剤を併用することが行われているが、わが国の浄水処
理においては、アクリルアミドモノマーの毒性の観点から使用が許可されていなかった。
一方、厚生省の規制が緩和され、処理水中の残留アクリルアミドモノマーが、０．０００
０５ｍｇ／Ｌ以下とすることを条件に、使用が認められるようになったが、上述の無機凝
集剤を多量に使用することにより生ずる問題を、解決できたわけではない。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　そこで、本発明者らは上述の問題点に鑑み、藻類の増殖時にも安定した凝集沈澱処理が
可能で、かつ従来の無機凝集剤による処理方法に比較して、除濁効果が高く汚泥発生量も
低減できる浄水の処理方 提供することを課題とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明では、浄水用の原水に、

無機凝集 添加・混合した後、 高分子凝集剤を添加 する
ことを特徴とする浄水の処理方法としたものである
　前記において、 は、 を
用いることができる
【０００５】
【発明の実施の形態】
　本発明の方法では、まず原水に対して無機凝集剤及び／又は有機凝結剤が添加・混合さ
れる。
　本発明で使用される無機凝集剤としては、一般に、凝集剤として既に使用されている鉄
系又はアルミニウム系無機凝集剤が使用できる。具体的には、硫酸バンド、ポリ塩化アル
ミニウム（ＰＡＣ）、塩化アルミニウム、ポリ硫酸第二鉄（ポリ鉄）、塩化第二鉄及びこ
れらの混合物が挙げられる。これら無機凝集剤の注入量は、原水の水質にもよるが、１～
１０００ｍｇ／Ｌの範囲である。
【０００６】
　次に、本発明で使用される有機凝結剤としては、一般に使用されているものが使用可能
であり、縮合系ポリアミン、ジシアンジアミド・ホルマリン縮合物、ポリエチレンイミン
、ポリビニルイミダリン、ポリビニルピリジン、ジアリルアミン塩・二酸化硫黄共重合体
、ポリジメチルジアリルアンモニウム塩、ポリジメチルジアリルアンモニウム塩・二酸化
硫黄共重合体、ポリジメチルジアリルアンモニウム塩・アクリルアミド共重合体、ポリジ
メチルジアリルアンモニウム塩・ジアリルアミン塩酸塩誘導体共重合体、アリルアミン塩
重合体などが挙げられる。
　縮合系ポリアミンの具体例としては、アルキレンジクロライドとアルキレンポリアミン
との縮合物、アニリンとホルマリンの縮合物、アルキレンジアミンとエピクロルヒドリン
との縮合物、アンモニアとエピクロルヒドリンとの縮合物などが挙げれる。エピクロルヒ
ドリンと縮合するアルキレンジアミンとしては、ジメチルアミン、ジエチルアミン、メチ
ルプロピルアミン、メチルブチルアミン、ジブチルアミンなどが挙げられる。
　これら有機凝結剤の注入量は、原水の水質にもよるが、１～１０００ｍｇ／Ｌの範囲で
ある。
【０００７】
　上述の無機凝集剤と有機凝結剤は、使用に際してそれぞれ単独で、又は混合物の形態で
使用してもよいが、そうした混合物を、あらかじめ水で希釈した水溶液の状態で使用して
もよい。混合物として使用する場合には、組合せによって沈殿物が析出してくる場合があ
るので注意が必要である。無機凝集剤と有機凝結剤の原水への添加順序は、特に問わない
。
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。



　次に、本発明においては、上記の無機凝集剤及び有機凝結剤を添加・混合した後、高分
子凝集剤を添加する。添加する高分子凝集剤としては、公知のアニオン系、ノニオン系、
カチオン系高分子凝集剤を挙げることができる。
【０００８】
　アニオン系高分子凝集剤としては、ポリアクリルアミド部分加水分解物、アニオン性モ
ノマーの共重合体、アニオン性モノマーとアクリルアミド等のノニオン性モノマーとの共
重合体が挙げられる。アニオン性モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコ
ン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニルスルホン酸、アリルスルホン酸、メタリルスルホン
酸、スチレンスルホン酸、２－アリルアミドエタンスルホン酸、２－アクリルアミド－２
－メチルプロパンスルホン酸、２－メタリルアミドエタンスルホン酸、２－メタクリルア
ミド－２－メチルプロパンスルホン酸、２－アクリロイルオキシエタンスルホン酸、３－
アクリロイルオキシプロパンスルホン酸、４－アクリロイルオキシブタンスルホン酸、２
－メタクリロイルオキシエタンスルホン酸、３－メタクリロイルオキシプロパンスルホン
酸、４－メタクリロイルオキシブタンスルホン酸、及びこれらのアルカリ金属、アルカリ
土類金属等の金属塩又はアンモニウム塩が挙げられる。これらアニオン性モノマーは単独
で用いてもよく、２種以上を組合せて用いてもよい。使用できるノニオン性モノマーとし
ては、アクリルアミド、メタクリルアミド、メタアクリロニトリル、酢酸ビニル等が挙げ
られる。これらノニオン性モノマーは、単独で用いてもよく、２種以上を組合せて用いて
もよい。共重合体として好ましいものは、アクリルアミド、アクリル酸塩共重合体、アク
リルアミド・２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体である。
【０００９】
　次に、ノニオン系高分子凝集剤とは、上記のノニオン性モノマーの重合体又は共重合体
であるが、好ましくはポリアクリルアミドである。
　更に、カチオン系高分子凝集剤としては、カチオン性モノマーを必須成分として有する
ものであり、カチオン性モノマーの共重合体又はカチオン性モノマーと上記のノニオン性
モノマーとの共重合体である。カチオン性モノマーとしては、ジメチルアミノエチルアク
リレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジエチルアミノエチルアクリレート、
ジエチルアミノエチルメタクリレートもしくはこれらの中和塩、４級塩などが挙げられる
。また、分子内にアミジン単位を含有するカチオン系高分子凝集剤も使用可能である。
　また、本発明のカチオン系高分子凝集剤には、カチオン性モノマー単位、アニオン性モ
ノマー単位及びノニオン性モノマー単位を共重合したいわゆる両性高分子凝集剤を挙げる
ことができる。
【００１０】
　本発明においては、有機凝結剤又は無機凝集剤と有機凝結剤を添加・混合した後、上述
の高分子凝集剤を添加することで当初の目的を達成しようとするものであり、高分子凝集
剤としてはアニオン系、ノニオン系、カチオン系いずれのものでもよいが、凝集フロック
の沈降性の点でアニオン系又はノニオン系高分子凝集剤が好ましい。また、原水の濁度が
高い場合には、カチオン系高分子凝集剤を前段に添加し、アニオン系又はノニオン系高分
子凝集剤を後段に添加することにより、除濁効果が高くなり、処理水の濁度が向上する。
　また、無機凝集剤を添加・混合した後、カチオン系高分子凝集剤を添加、処理してもよ
く、この場合、アニオン系高分子凝集剤を添加した場合は、フロック状態が不充分で、濁
度、色度除去効果も低いので、藻類が多く、凝集不良を生じる原水や、高濁度、高色度の
原水に対しては、カチオン系高分子凝集剤を用いる方が有効である。
【００１１】
　高分子凝集剤は、１種を単独で使用することもできるが、２種以上を併用することもで
きる。一般に高分子凝集剤は、水溶液として使用され、その溶解濃度は０．０１～０．５
％程度である。
　高分子凝集剤の注入量は、０．０５～０．５ｍｇ／Ｌで本発明の目的を達成できるが、
最大でも合計で１ｍｇ／Ｌ以下とすることが好ましい。また、使用上の規制値が、処理水
中の残留アクリルアミドモノマー０．００００５ｍｇ／Ｌ以下であることから、製品中の
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アクリルアミドモノマーは、理論上０．００５ｗｔ％以下にしておくことが重要である。
【００１２】
【実施例】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明する。
　なお、本実施例で使用した有機凝結剤及び高分子凝集剤は下記の通りである。また、試
験に際して有機凝結剤は５０％に、高分子凝集剤は０．２％にそれぞれ蒸留水で溶解した
。
有機凝結剤
（ａ）ジメチルアミン・エピクロルヒドリン縮合物　分子量３万
（ｂ）ポリエチレンイミン　分子量７万
（ｃ）ポリジメチルジアリルアンモニウム塩　分子量５万
（ｄ）ポリジメチルジアリルアンモニウム塩・二酸化硫黄共重合体　分子量１０
　　　万
高分子凝集剤
（Ａ）アニオン系高分子凝集剤：アクリル酸ソーダ／アクリルアミド共重合体（モル比１
０／９０）、分子量１２００万
（Ｂ）ノニオン系高分子凝集剤：ポリアクリルアミド、分子量１２００万
（Ｃ）カチオン系高分子凝集剤：ジメチルアミノエチルアタリレート／アクリルアミド共
重合体（モル比６０／４０）、分子量６００万
（Ｄ）両性高分子凝集剤：ジメチルアミノエチルアタリレート／アクリル酸／アクリルア
ミド共重合体（モル比６５／１０／２５）、分子量４００万
【００１３】
実施例１
　湖沼水（ｐＨ８．０、濁度１８度、色度１２度、アルカリ度７５ｍｇ／Ｌ）１Ｌをビー
カーに取り、硫酸バンド５０ｍｇ／Ｌを注入し１５０ｒｐｍで１分間攪拌した。次に、有
機凝結剤（ａ）１０ｍｇ／Ｌを注入し１５０ｒｐｍで１分間攪拌した。更に、高分子凝集
剤（Ａ）を０．１ｍｇ／Ｌを注入し３０ｒｐｍで１０分間攪拌し、攪拌中のフロック径を
測定した。攪拌終了後、凝集フロックの沈降速度を測定した。次いで、静置５分後の上澄
水の濁度及び色度を測定した。結果を表１に示す。
【００１４】
実 例２～１２、比較例１～５
　硫酸バンドの注入量、有機凝結剤又は高分子凝集剤の種類及び注入量を表１に示すよう
に変更した以外は、実施例１と同様に試験を行った。結果を表１に併記する。

【００１５】
【表１】
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　実施例及び比較例の結果より、本発明の方法によれば、従来の無機凝集剤による処理方
法に比較して凝集フロックの沈降性が改良され、除濁効果も改善されていることがわかる
。
【００１６】
実 例１３～１６
　実施例１ ～４において、硫酸バンドと有機凝結剤の添加順序を変えた以外
は同様に試験を行った。結果を表２に示す。

【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１７】
実 例１７～２０
　実施例１の条件において無機凝集剤の種類を変更した以外は同様に試験を行った．結果
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を表３に示す。
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１８】
実 例２１
　実施例１において、高分子凝集剤として高分子凝集剤（Ｃ）を０．１ｍｇ／Ｌ注入し３
０ｒｐｍで５分間攪拌し、次いで高分子凝集剤（Ａ）を０．１ｍｇ／Ｌ注入し３０ｒｐｍ
で５分間攪拌した。結果を表４に示す。
【００１９】
実 例２２
　実 例２１において、硫酸バンドの注入量を変更した以外は同様に試験を行った。結果
を表４に示す。
【００２０】
実施例２３
　実 例２１において、高分子凝集剤（Ａ）に代えて高分子凝集剤（Ｂ）を使用した以外
は同様に試験を行った。結果を表４に示す。
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
実 例２４
　河川水（ｐＨ７．２、濁度１０度、色度７度、アルカリ度４５ｍｇ／Ｌ）１Ｌをビーカ
ーにとり、有機凝結剤（ａ）５ｍｇ／Ｌを注入し１５０ｒｐｍで３分間攪拌した。更に高
分子凝集剤（Ａ）を０．１ｍｇ／Ｌを注入し３０ｒｐｍで１０分間攪拌し、攪拌中のフッ
ロク径を測定した。攪拌終了後、凝集フロックの沈降速度を測定した。次いで、静置５分
後の上澄水の濁度及び色度を測定した。結果を表５に示す。

【００２２】
実 例２５～３５
　有機凝結剤又は高分子凝集剤の種類及び注入量を表５に示すように変更した以外は、実
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実験例２１は、本発明の実施例である。

験
験

実験例２２は、本発明の実施例である。
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例２４と同様に試験を行った。結果を表５に併記する。
　なお、
【００２３】
比較例６
　実 例２４おいて、有機凝結剤を使用しないで同様に実験を行った。結果を表５に示す
。
【００２４】
比較例７
　実 例２４おいて、有機凝結剤に代えて硫酸バンドを使用して実験を行った。結果を表
５に示す。
【００２５】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　実 例及び比較例の結果より、本発明の方法によれば、從来の無機凝集剤による処理方
法に比較して凝集フロックの沈降性が改良され、除濁効果も改善されていることがわかる
。
【００２６】
実 例３６
　実 例２４において、高分子凝集剤として高分子凝集剤（Ｃ）を０．１ｍｇ／Ｌ注入し
、３０ｒｐｍで５分間攪拌し、次いで高分子凝集剤（Ａ）を０．１ｍｇ／Ｌ注入し３０ｒ
ｐｍで５分間攪拌した。結果を表６に示す。
【００２７】
実 例３７
　実 例２４において、有機凝結剤の注入量を変更した以外は同様に試験を行った。結果
を表６に示す。
【００２８】
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実験例３６は、参考例である。

験
験

実験例３７は、参考例である。



実 例３８
　実 例３６において、高分子凝集剤（Ａ）に代えて高分子凝集剤（Ｂ）を使用した以外
は同様に試験を行った。結果を表６に示す。
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
【発明の効果】
　本発明の方法によれば、従来の浄化処理における無機凝集剤を使用した方法と比較して
、凝集フロックの沈降性や除濁効果に優れており、藻類の増殖時期においても安定した処
理ができる。また、無機凝集剤を使用しないので、汚泥発生量が減少するか、又は無機凝
集剤の削減効果も期待できるので、汚泥処理におけるコスト低下が可能となる。
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験
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実験例３８は、参考例である。
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